
 東京入国管理局では，政府全体の「外国人労働者問題啓発月間」に合わせ，自治体や関係機関の

協力を得て，在留外国人の入国・在留手続に関する相談窓口（１日入管インフォメーションセン

ター）を開設します。ぜひ御利用ください。

★　開催日程　　※時間は，いずれの会場も午前１０時から午後３時まで
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会　　場

　長野市もんぜんぷら座
　「国際交流コーナー」

　（財）新潟県国際交流協会

　群馬県庁昭和庁舎11会議室
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開催月日
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　山梨県国際交流協会　四川の間

　茨城県三の丸庁舎（旧県庁３階共用会議室Ｂ）

　(財)栃木県国際交流協会

　千葉県国際交流センター

　松本市中央公民館（Mウイング）
　「ふれあい・国際情報センター」特別会議室

茨城県水戸市三の丸1-5-38

栃木県宇都宮市本町9-14
とちぎ国際交流センター内

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6
WBGマリブイースト14階

住　　所

長野県長野市新田町1485-1

新潟県新潟市中央区万代島5-1
万代島ビル2階

群馬県前橋市大手町1-1-1

山梨県甲府市飯田2-2-3

長野県松本市中央1-18-1

★　相談の内容
  １.配偶者等親族の呼寄せ，外国人社員の招へい等入国関係諸手続の御案内
　２.在留資格の取得及び変更，在留期間の更新，永住許可等地方入国管理官
　　　署における在留関係手続の御案内
  ３.在留特別許可・出国命令制度等退去強制手続の御案内
  ４.申請書類記載要領の御案内
  ５.その他入管行政に関する御案内

★　対象者
　　　原則として開催県に在住している方

★　対応者
　　　東京入国管理局の職員及び（財）入管協会の相談員

（問い合わせ）
　東京入国管理局総務課　電話　０３－５７９６－７２５０


